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第１編 平時における備え 
第１章 平時における組織・体制の整備 
１ 初動体制等の整備 

(1) 釜石市における 24時間体制の確保について 
ア 市部局での対応充実 
 常備消防機関との連携を図りつつ、当直等の強化（守衛及び民間警備員が当直を行い、

速やかに市長及び国民保護担当職員へ連絡が取れる体制も含む。）を図るなど、24時間即応
可能な体制を整備する。この場合、初動時において迅速に連絡が取れる体制であることが

重要である。 
イ 常備消防機関との連携強化 
 夜間、休日等における初動連絡体制（警報受領及び現場情報受領、市（町）長、その他

関係機関への連絡）に限定して常備消防機関に事務を委ねることが選択肢として考えられ

る。 
 その際、構成市（町）においては、初動の連絡を受領次第速やかに対応体制をとること

とし、担当職員が登庁後は当該市（町）が常備消防機関より引き継ぎ、国民保護措置を実

施することとする。この場合、常備消防機関は、特に構成市（町）の長への連絡を迅速に

行うよう留意するとともに、平時より、各市（町）と常備消防機関との連携を密にし、各

市（町）の庁内体制の整備や職員への周知を十分に実施しておく。 
(2)  市対策本部への移行に要する調整 
 「釜石市緊急事態連絡室」を設置した後に政府において事態認定が行われ、釜石市に対し、

市対策本部を設置すべき市の指定の通知があった場合については、直ちに市対策本部を設置し

て新たな体制に移行するとともに、「釜石市緊急事態連絡室」は廃止する。 
(3) 災害対策基本法に基づく災害対策本部を設置した場合の調整 
  【災害対策基本法との関係について】 
 災害対策基本法は、武力攻撃事態等及び緊急対処事態に対処することを想定した法律ではな

いことにかんがみ、市対策本部を設置した場合は、災害対策本部を廃止するものとする。 
 また、市対策本部長は、市対策本部に移行した旨を、市関係部課室に対し周知徹底する。 
 災害対策基本法上の災害とは、自然災害のほか、大規模な火災・爆発、放射性物質の大量放

出、船舶等の事故等とされており、あらゆる災害に対応するものではない。 
 

第２章 国民保護措置に関する平時からの備え 
１ 生活関連等施設の把握等 
  【生活関連等施設及び危険物質等の種類及び所管省庁】 

国民保護

法施行令 
各号 施設の種類 所管省庁名 

第 27条 １号 発電所、変電所 経済産業省 

１ 



２号 ガス工作物 経済産業省 

３号 取水施設、貯水施設、浄水施設、配水池 厚生労働省 

４号 鉄道施設、軌道施設 国土交通省 

５号 電気通信事業用交換設備 総務省 

６号 放送用無線設備 総務省 

７号 水域施設、係留施設 国土交通省 

８号 滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設 国土交通省 

生活関連

等施設 

９号 ダム 国土交通省・農林水産省 

１号 危険物 総務省消防庁 

２号 毒劇物（毒物及び劇物取締法） 厚生労働省 

３号 火薬類 経済産業省 

４号 高圧ガス 経済産業省 

５号 核燃料物質（汚染物質を含む） 文部科学省・経済産業省 

６号 核原料物質 文部科学省・経済産業省 

７号 放射性同位元素（汚染物質を含む） 文部科学省 

８号 毒劇薬（薬事法） 厚生労働省・農林水産省 

９号 電気工作物内の高圧ガス 経済産業省 

10号 生物剤、毒素 各省庁（主務大臣） 

第 28条 

危険物質

等 

11号 毒性物質 経済産業省 

 

第３章 物資及び資材の備蓄、整備 
１ 防災のための備蓄との関係 
【住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資及び資材の例】 
食料、飲料水、被服、毛布、医薬品、仮設テント、仮設トイレ、燃料、災害時要援護者用日用

品など 
２ 国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材 
【国民保護措置のために特に必要な物資及び資材の例】 
安定ヨウ素剤、天然痘ワクチン、化学防護服、放射線測定装置、放射性物質等による汚染の拡

大を防止するための除染器具など 
 

第４章 国民保護に関する啓発・訓練等 
１ 国民保護に関する啓発 

(1)  武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発 
  【住民への周知が必要な事項】 
① 警報や避難指示等の伝達方法 
② 警報に係るサイレン音の意味 
③ 武力攻撃災害の兆候を発見した場合の市長等に対する通報義務 

２ 



④ 不審物等を発見した場合の管理者に対する通報等 
⑤ 弾道ミサイル攻撃の場合や地域においてテロが発生した場合などに住民がとるべき行動 
⑥ 特殊標章等の意義及びその使用に当たっての濫用防止 

 

第２編 武力攻撃事態等への対処 
第１章 釜石市国民保護対策本部の設置等 
１ 市対策本部の組織構成及び機能 
 (1) 市対策本部の組織 
   釜石市国民保護対策本部における業務を実施する市組織は次の表によるものとする。 
 

武力攻撃事態等における業務内容 市対策本部の 
組  織  名 大区分 小区分 市の組織名 

・被害対策の総合企画・調整 
・職員の非常招集、配置及び派遣 

総務課 
総合政策課 

市国民保護対策本部及

び各関係機関への要請

に関すること ・他市町村等及び関係機関への応援要請 
・県等に対する自衛隊の派遣要請 
・派遣部隊との連絡調整 
・被害現地における防災機関相互の要員の調整 
・釜石海上保安部等との連絡調整 
・応援協定に基づく他市町村等及び関係機関へ

の応援要請 
・交通規制等に関する関係機関との連絡調整 

消防防災課 

避難実施要領の策定に関すること 
 

消防防災課 

・安否情報の収集 
・被害情報、被害状況の取りまとめ 
・ライフライン施設の被災状況の情報収集 
・被害発生・応急対応対策報告 

消防防災課 

・記録写真等の撮影 
・広報資料の収集、作成及び整理 
・報道発表、報道協力要請等の報道機関への対

応 

広聴広報室 
情報推進課 

・庁舎等の被害調査・報告 財政課 

安否情報、被害情報の

収集を含め各種情報等

の収集・調査に関する

こと 

・人的被害及び住家被害調査・報告 税務課 
・警報等の周知及び伝達 
・市防災行政無線の運営・その他通信業務 
・警戒区域の設定 
・避難勧告及び指示の発表 

消防防災課 

総務防災部 

住民に対する警報の伝

達、周知及び緊急通報、

情報提供に関すること

・市ホームページによる警報等の周知及び各種

被害情報の提供 
・携帯端末等を活用した地域住民への被害情報

の提供 

広聴広報室・情報

推進課 

３ 



・物資の緊急輸送計画全般 
・市有車両等の集中管理及び配車 
・市有車両等に係る燃料の確保 
・傷病者の搬送協力 
・生活必需物資の搬送 
・食料の輸送 

財政課 避難施設・救護所など

の運営体制の整備等に

関すること 

・緊急通行車両確認証明書の申請 消防防災課 
復旧及び各種応急対策

等に関すること 
・所管する水門等の閉鎖確認 
・水防団及び水防協力団体に対する指導 

特殊標章等等の交付に関すること 

消防防災課 

・人的被害及び住家被害調査・報告 
・社会福祉施設被害調査・報告 
・行方不明者及び遺体の捜索、処理並びに埋葬

事務の総括 
・捜索班の編成 

福祉事務所 

・医療衛生施設被害調査・報告 健康推進課・環境

課 
・火葬場施設被害調査・報告 市民課 

安否情報、被害情報の

収集を含め各種情報等

の収集・調査に関する

こと 

・ごみ処理施設及びし尿処理施設被害調査・報

告 
環境課 

・避難施設等の設置並びに運営 
・義援物資及び義援金の受付、出納保管、配分

及び輸送 
・ボランティア活動に係る連絡調整 
・ボランティアの活動状況の把握 
・ボランティアの受付及び配置 
・生活必需物資の調達及び配給全般 

福祉事務所 

・救護所の設置 健康推進課 

避難施設・救護所など

の運営体制の整備等に

関すること 

・被災者の生活相談、苦情の受付窓口の設置 
・相談、苦情内容に応じた担当部課への仕分け 
・罹災証明の発行 

市民課 

災害時要援護者の安全

確保及び支援体制の整

備等に関すること 

・災害時要援護者に対する避難誘導 
・身体障害者に係る日常生活用具、補装具等の

調達及びあっせん 

福祉事務所 

・保健活動班の編成 
・保健指導全般 
・検病調査班の編成 

健康推進課 保健衛生に関すること

・防疫班の編成 
・防疫全般 

健康推進課・環境

課 
医療、医薬品等の供給に関すること 健康推進課 
廃棄物の処理及び応急し尿処理に関すること 環境課 

・市内各道路の交通及び安全の確保全般 市民課 
・食料の調達及びあっせん 
・国民や人員の輸送計画全般 
・食料の需給に係る連絡調整 
・炊出しによる供給 

市民課・学校給食

センター 

民 生 部 

復旧及び各種応急対策

等に関すること 

・応急給食用物資の確保、調達 学校給食センター

経 済 部 安否情報、被害情報の
収集を含め各種情報等

・商工関係被害調査・報告 
 

産業政策課・商業

観光課 

４ 



・鉱山関係被害調査・報告 
 

産業政策課 

・観光施設被害調査・報告 
 

商業観光課 

・農林関係被害調査・報告 農林課 
・港湾漁業施設、水産関係被害調査・報告 
・在港漁船に対する事態発生等の情報の伝達、

周知 

水産課 

・港湾施設関係被害調査・報告 
・在港船舶（漁船を除く）に対する事態発生等

の情報の伝達、周知 

港湾振興課 

の収集・調査に関する

こと 

・各公共土木施設に係る被害状況調査 農林課・水産課 
・各公共土木施設に係る応急対策の実施 農林課・水産課 
・障害物除去班の編成 
・漁港関係障害物の除去 
・所管漁港に係る保全措置 

水産課 
復旧及び各種応急対策

等に関すること 

・所管港湾に係る保全措置 港湾振興課 
・各公共土木施設に係る被害状況調査 
・所管施設被害情報の収集 

建設課 

・所管施設被害調査・報告 都市計画課 

安否情報、被害情報の

収集を含め各種情報等

の収集・調査に関する

こと ・下水道施設被害調査・報告 
・下水道施設に係る被災状況の把握 

下水道課 

・各公共土木施設に係る応急対策の実施 建設課・都市計画

課・下水道課 
・市内交通応急対策、復旧全般 
・浸水対策用資機材の調達 
・障害物除去班の編制 
・道路、河川及び住居関係障害物の除去 
・応急要員の確保及びあっせん 

建設課 

・被災住宅の応急修理に係る資材の調達 
・応急修理住宅の設計、施工、管理 
・公営住宅の入居あっせん 

都市計画課 

建 設 部 

復旧及び各種応急対策

等に関すること 

・被災した下水道施設に係る応急措置及び応急 下水道課 
市国民保護対策本部及

び各関係機関への要請

に関すること 

・給水対策本部の設置 
・被災した上水道施設に係る応急措置及び応急

復旧の実施 
・給水班の編成及び全般的給水 
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律による給水 
・応急給水用資機材の調達 

安否情報、被害情報の

収集を含め各種情報等

の収集・調査に関する

こと 

・上水道施設被害調査・報告 
・上水道施設に係る被災状況の把握 水 道 部 

復旧及び各種応急対策

等に関すること 
・被災した上水道施設に係る応急措置及び応急

復旧の実施 
・給水班の編成及び全般的給水 
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律による給水 
・応急給水用資機材の調達 

水道事業所 

５ 



・学校教職員の非常配置 総務学事課 市国民保護対策本部及

び各関係機関への要請

に関すること 
・社会教育関係諸団体への協力要請 生涯学習スポー

ツ課 
・学校被害調査・報告 
・児童・生徒及び教員等被害調査・報告 

総務学事課 安否情報、被害情報の

収集を含め各種情報等

の収集・調査に関する

こと ・社会教育施設被害調査・報告 
・文化財被害調査・報告 
・体育施設被害調査・報告 

生涯学習スポー

ツ課 

・学校施設の応急対策の実施 
・被災児童・生徒に対する学用品等の給与及び

応急教育の実施 

総務学事課 

文教対策部 

復旧及び各種応急対策

等に関すること 

・社会教育施設の応急対策の実施 
・文化施設及び文化財に対する応急対策の実施 
・体育施設の応急対策の実施 

生涯学習スポー

ツ課 

特殊標章の交付に関すること 
安否情報、被害情報の

収集を含め各種情報等

の収集・調査に関する

こと 

・高圧ガス、火薬類施設関係被害調査・報告 

復旧及び各種応急対策

等に関すること 
・水防団及び水防協力団体に対する指導 

武力攻撃災害への対処に関すること（救急・救助を含む） 

消防本部 

住民の避難誘導に関すること 

消防本部 
釜石消防署 

 
 (2)  市対策本部における広報 
  ※【市対策本部における広報体制】 
   ① 広報責任者の設置 
     武力攻撃事態等において、住民に正確かつ積極的に情報提供を行うため、広報を一元的に

行う「広報責任者」を設置。 
   ② 広報手段 
     広報紙、記者会見、記者発表、問い合わせ窓口の開設、ホームページ等のほか、様々な広

報手段を活用して、住民等に迅速に提供できる体制を整備。 
   ③ 留意事項 
    ○ 広報の内容は、事実に基づく正確な情報であることとし、また、広報の時機を逸するこ

とがないよう迅速に対応すること。 
    ○ 市対策本部において重要な方針を決定した場合など、広報する情報の重要性等に応じて、

市長自ら記者会見を行うこと。 
    ○ 県と連携した広報体制を構築すること。 
 (3) 現地調整所の設置 
  【現地調整所の性格について】 
   ① 現地調整所は、現場に到着した関係機関が原則として各々の付与された権限の範囲内にお

いて情報共有や活動調整を行い、現場における連携した対応を可能とするために設置するも

のである（例えば、典型的な場面として、避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関して、
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関係機関による連携した活動が行われるように現地調整所で調整を行うことが考えられ

る。）。 
   ② 現地調整所は、事態発生の現場において現場の活動の便宜のために機動的に設置すること

から、あらかじめ決められた一定の施設や場所に置かれるのではなく、むしろ、現場の活動

上の便宜から最も適した場所に、テント等を用いて設置することが一般である。 
   ③ 現地調整所においては、現場レベルによる各機関の代表者が、定時又は随時に会合を開く

ことで、連携の強化を図ることが必要である。 
     現地調整所の設置により、釜石市は、消防機関による消火活動及び救助・救急活動の実施

及び退避の指示、警戒区域の設定等の権限行使を行う際に、その判断に資する情報収集を行

うことにより、現場での関係機関全体の活動を踏まえた国民保護措置の実施や権限を行使す

ることが可能となる。また、現地調整所における最新の情報について、各現場で活動する職

員で共有させ、その活動上の安全の確保に活かすことが可能となる。 
   ④ 現地調整所については、必要と判断した場合には、釜石市における国民保護措置を総合的

に推進する役割を担う釜石市が、積極的に設置することが必要であるが、他の対処に当たる

機関が既に設置している場合には、釜石市の職員を積極的に参画させることが必要である

（このため、現場に先着した関係機関が先に設置することもあり得るが、その場合において

も、釜石市は、関係機関による連携が円滑に行われるよう、主体的に調整に当たることが必

要である。）。 
 (4) 市対策本部において集約・整理すべき基礎的資料 
① 住宅地図 
  人口分布、世帯数、昼夜別の人口のデータ 
② 区域内の道路網のリスト 
 避難経路として想定される高速道路、国道、県道、市道等の道路のリスト 
③ 輸送力のリスト 
・鉄道、バス、船舶等の運送事業者や公共交通機関の保有する輸送力のデータ 
・鉄道網やバス網、保有車両数などのデータ 
④ 避難施設のリスト（データベース策定後は、当該データベース） 
 避難住民の収容能力や屋内外の別についてのリスト 
⑤ 備蓄物資、調達可能物資のリスト 
 備蓄物資の所在地、数量、区域内の主要な民間事業者のリスト 
⑥ 生活関連等施設等のリスト 
 避難住民の誘導に影響を与えかねない一定規模以上のもの 
⑦ 関係機関（国、県、民間事業者等）の連絡先一覧、協定 
特に、地図や各種のデータ等は、市町村対策本部におけるテレビの大画面上にディスプレー

できるようにしておくことが望ましい。 
⑧ 町内会・自治会、自主防災組織等の連絡先等一覧 
 代表者及びその代理の者の自宅及び勤務先の住所、連絡先等 
⑨ 消防機関のリスト 
・消防本部、消防署の所在地等の一覧、消防団長の連絡先 
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・消防機関の装備資機材のリスト 
⑩ 災害時要援護者の避難支援プラン 

 

第２章 関係機関相互の連携 
１ 住民への協力要請 

(1) 消火、負傷者の搬送、被災者の救助等の実施に必要な援助の例 
① 消火のための水を運搬すること 
② 救出された負傷者を病院に搬送するため車両を運転すること 
③ 被災者の救助のための資機材を提供することなど 

(2) 保健衛生の確保に必要な援助の例 
① 健康診断の実施 
② 感染症の動向調査の実施 
③ 水質の検査の実施 
④ 防疫活動の実施 
⑤ 被災者の健康維持活動の実施 
 

第３章 避難住民の誘導等 
１ 避難実施要領の策定 
 (1) 避難実施要領の策定 
  ① 避難実施要領に定める事項（法定事項） 
・避難の経路、避難の手段、その他避難の方法に関する事項 
・避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置、その他避難住民の誘導

に関する事項 
・その他避難の実施に関し必要な事項 

  ② 避難実施要領の策定の留意点について 
 避難実施要領は、避難誘導に際して、活動に当たる様々な関係機関が共通の認識のもとで避

難を円滑に行えるようにするために作成するものであり、県計画に記載される市の計画作成の

基準の内容に沿った記載を行うことが基本である。 
 ただし、緊急の場合には、時間的な余裕がないことから、事態の状況等を踏まえて法定事項

を箇条書きにするなど、その内容が簡潔なものとなることもあり得る。 
  ③ 県計画における「市の計画作成の基準」としての避難実施要領の項目 
・要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位 
・避難先 
・一時集合場所及び集合方法 
・集合時間 
・集合に当たっての留意事項 
・避難の手段及び避難の経路 
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・市職員、消防職団員の配置等 
・災害時要援護者への対応 
・要避難地域における残留者の確認 
・避難誘導中の食料等の支援 
・避難住民の携行品、服装 
・避難誘導から離脱してしまった際の緊急連絡先等 

 (2) 避難実施要領の策定の際における考慮事項 
① 避難の指示の内容の確認 
地域ごとの避難の時期、優先度、避難の形態の決定 

② 事態の状況の把握（警報の内容や被災情報の分析） 
特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案 
③ 避難住民の概数把握 
④ 誘導の手段の把握 
  屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難（運送事業者による運送） 
⑤ 輸送手段の確保の調整（※ 輸送手段が必要な場合） 
県との役割分担、関係運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定 
⑥ 要援護者の避難方法の決定 
  避難支援プラン、災害時要援護者支援班の設置 
⑦ 避難経路の設定、交通規制 
  警察との調整、道路管理者との連絡 
⑧ 職員の配置 
  各地域への職員の割り当て、現地派遣職員の選定 
⑨ 関係機関との調整 
  現地調整所の設置、連絡手段の確保 
⑩ 自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整 
  県対策本部との調整、国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応 
  【国の対策本部長による利用指針の調整】 
 自衛隊や米軍の行動と国民保護措置の実施について、道路、港湾施設、飛行場施設等における

利用のニーズが競合する場合には、市長は、国の対策本部長による「利用指針」の策定に係る調

整が開始されるように、県を通じて、国の対策本部に早急に現場の状況等を連絡する。 
 この場合において、市長は、県を通じた国の対策本部長による意見聴取（武力攻撃事態等にお

ける特定公共施設等の利用に関する法律第６条第３項等）及び国の対策本部長からの情報提供の

求め（同法第６条第４項等）に適切に対応できるよう、避難の現状、施設の利用の必要性や緊急

性等について、釜石市の意見や関連する情報をまとめる。 
２ 避難住民の誘導 

(1) 災害時要援護者への配慮 
市長は、自然災害時への対応として「避難支援プラン」を策定している場合には、当該プラン

に沿って対応を行う。 
その際、民生委員や社会福祉協議会との十分な協議のうえ、その役割を考える必要がある。 
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 ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては、被害が局地的、限定的なものにとどまることも多

いことから、時間的余裕がなく、移動により攻撃に巻き込まれる可能性が高い場合は、屋内への

避難を現実的な避難方法として検討せざるを得ない場合もあり得る。 
  【災害時要援護者の避難支援プランについて】 
    武力攻撃やテロ発生時においても、避難誘導に当たっては、自然災害時と同様、高齢者、障

害者等の災害時要援護者への配慮が重要であるが、平時において、自然災害時における取組と

して行われる災害時要援護者の避難支援プランを活用することが重要である（「災害時要援護

者の避難支援ガイドライン」（平成１７年３月）参照）。 
    避難支援プランは、災害時要援護者の避難を円滑に行えるよう、「要援護者支援に係る全体

的な考え方」と「要援護者一人一人に対する個別計画」で構成される。 
    災害時要援護者一人一人の避難支援プランを実施するためには、災害時要援護者情報の把

握・共有が不可欠であるが、その方法としては、①同意方式、②手あげ方式、③共有情報方式

の３つの方法があり、これらにより取得した情報をもとに一定の条件や考え方に基づき、支援

すべき災害時要援護者を特定し、福祉関係部局と防災関係部局が連携のもとで、災害時要援護

者各個々人の避難支援プランを策定することとなる（家族構成や肢体不自由の状況、避難支援

者や担当している介護保険事業者名などを記載）。 
 

第４章 武力攻撃災害への対処 
１ ＮＢＣ攻撃による災害への対処 
 (1) 汚染原因に応じた対応 
  【生物剤を用いた攻撃の場合における対応】 
    天然痘等の生物剤は、人に知られることなく散布することが可能であり、また、発症するま

での潜伏期間に感染者が移動することにより、生物剤が散布されたと判明したときには既に被

害が拡大している可能性がある。生物剤を用いた攻撃については、こうした特殊性にかんがみ、

特に留意が必要である。 
    このため、釜石市の国民保護担当部署においては、生物剤を用いた攻撃の特殊性に留意しつ

つ、生物剤の散布等による攻撃の状況について、通常の被害の状況等の把握の方法とは異なる

点にかんがみ、保健衛生担当部署等と緊密な連絡を取り合い、厚生労働省を中心とした一元的

情報収集、データ解析等サーベランス（疾病監視）による感染源及び汚染地域への作業に協力

する。 
２ 応急措置等の実施 
 (1) 退避の指示 
  【退避の指示について】 
    退避の指示は、武力攻撃災害に伴う目前の危険を一時的に避けるため、特に必要がある場合

に地域の実情に精通している市長が独自の判断で住民を一時的に退避させるものである。 
    ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合には、住民に危険が及ぶことを防止するため、県の対策

本部長による退避の指示を待ついとまがない場合もあることから、市長は、被害発生の現場か

らの情報を受けて、その緊急性等を勘案して付近の住民に退避の指示をする。 
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  【退避の指示の例】 
 
 
 
 
 
  【屋内退避の指示について】 
    市長は、住民に退避の指示を行う場合において、その場から移動するよりも、屋内にとどま

る方がより危険性が少ないと考えられるときには、「屋内への退避」を指示する。「屋内の退避」

は、次のような場合に行うものとする。 
   ① ＮＢＣ攻撃と判断されるような場合において、住民が何ら防護手段なく移動するよりも、

屋内の外気から接触が少ない場所にとどまる方がより危険性が少ないと考えられるとき 
   ② 敵のゲリラや特殊部隊が隠密に行動し、その行動の実態等についての情報がない場合にお

いて、屋外で移動するよりも屋内にとどまる方が不要の攻撃に巻き込まれるおそれが少ない

と考えられるとき 
 (3) 警戒区域の設定 
  【警戒区域の設定について】 
    警戒区域の設定は、武力攻撃災害に伴う目前の危険を避けるため、特に必要がある場合にお

いて、退避の指示と同様に、地域の実情に精通している市長が独自の判断で一時的な立入制限

区域を設けるものである。 
    警戒区域は、一定の区域をロープ等で明示し、当該区域内への立入制限等への違反について

は、罰則を科して履行を担保する点で退避の指示とは異なるものである。 

○ 「○○町×丁目、△△町○丁目」地区の住民については、外での移動に危険が生

じるため、近隣の堅牢な建物や地下街など屋内に一時避難すること。 
○ 「○○町×丁目、△△町○丁目」地区の住民については、○○地区の△△（一時）

避難場所へ退避すること。

１１



第５章 情報の収集・提供 
１ 安否情報の収集・提供 

(1) 安否情報の種類及び報告様式 
  【収集・報告すべき情報】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３編 復旧等 
第１章 財政上の措置等 
１ 国民の権利利益の救済に係る手続等 

(1) 国民の権利利益の迅速な救済 
  【国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】 

手  続  項  目 担 当 課 

特定物資の収用に関すること（法第 81条第 2項） 税務課 

特定物資の保管命令に関すること（法第 81条第 3項） 税務課 

土地等の使用に関すること（法第 82条） 税務課 

損失補償 

（法第 159条第 1項） 

応急公用負担に関すること（法第 113条第 1項・5項） 税務課 

損害補償 

（法第 160条） 

国民への協力要請によるもの（法第 70条第 1項、3項、80条

第 1項、115条第 1項、123条第 1項） 
財政課 

不服申立てに関すること（法第 6条、175条） 総務課 

訴訟に関すること（法第 6条、175条） 総務課 

 
 

１ 避難住民（負傷した住民も同様） 
  ① 氏名 
  ② 出生の年月日 
  ③ 男女の別 
  ④ 住所 
⑤ 国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 
  ⑥ ①～⑤のほか、個人を識別するための情報（前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場

合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。） 
  ⑦ 居所 
  ⑧ 負傷（疾病）の該当 
⑨ 負傷又は疾病の状況 
⑩ 現在の居所 
⑪ 連絡先その他必要情報 
⑫ 親族・同居者への回答希望 
⑬ 知人への回答希望 
⑭ 親族・同居者・知人以外の者への回答又は公表の同意 
２ 死亡した住民 
  （上記①～⑥に加えて） 
  ⑮ 死亡の日時、場所及び状況 
  ⑯ 遺体の安置されている場所 
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